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○長久手市都市公園条例施行規則

昭和５５年３月２７日

規則第４号

改正 平成１７年１月１１日規則第１号

平成１８年３月３１日規則第７号

令和４年３月２９日規則第１６号

令和５年７月１４日規則第２５号

注 令和４年３月から改正経過を注記した。

（趣旨）

第１条 この規則は、長久手市都市公園条例（昭和５４年長久手町条例第９

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとす

る。

（申請書の様式等）

第２条 都市公園法（昭和３１年法律第７９号。以下「法」という。）第５条

第１項並びに第６条第２項及び第３項に規定する申請書は、それぞれ様式第

１、様式第２及び様式第３によらなければならない。

２ 条例第２条第２項及び第３項に規定する申請書は、それぞれ様式第４及び

様式第５によらなければならない。

３ 市長は、前２項の申請書を提出して許可を受けた者に許可書（様式第６）

を交付するものとする。

（許可の申請書に添付する図面）

第３条 条例第８条の規定により許可の申請書に添付する図面は、次の表の左

欄に掲げる物件又は施設の区分により、それぞれ当該右欄に掲げるものとす

る。

建築物 位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び断

面図

建築物以外の工作物その他の 位置図、敷地内配置図
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（届出の様式）

第４条 条例第１３条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる行為の区分

により、それぞれ当該右欄に掲げる様式によってしなければならない。

（使用料の減免）

第５条 条例第１０条の規定により、使用料を減免することができる場合は次

のとおりとする。

(1) 公共的団体が、営利を目的としないスポーツ振興のため使用する場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

（使用料の還付）

第６条 条例第１１条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付する

場合は次のとおりとする。

(1) 法第２７条第２項又は条例第１２条第２項の規定に基づき、市長が許

可を取り消した場合、又は許可に係る行為の中止を命じた場合

(2) 許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、行為又は

使用することができなくなった場合

(3) 許可を受けた者が、市長の承認を受けて許可に係る行為を中止又は取

りやめる場合。ただし、許可を受けた者は、許可に係る使用又は行為を開

始する日の１０日前までに許可の取消しを申し出て承認を受けるものとす

る。

（除却した工作物等に係る公示の場所）

物件 平面図、立面図及び構造図

工作物その他の物件を伴わな

い施設

位置図、平面図、横断面図、縦断面図及び構造

図

第１号、第３号、第４号及び第６号に掲げる行為 様式第７

第２号に掲げる行為 様式第８

第５号に掲げる行為 様式第９
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第７条 条例第１２条の２第２項第１号の規則で定める場所は、長久手市役所

前掲示場とする。

（指定管理者の指定の申請）

第８条 条例第１７条第１項の規定による申請は、指定管理者指定申請書（様

式第１０）に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとす

る。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

(2) 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。）

(3) 事業計画書

(4) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(5) 団体の概要及び業務実績を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

（読替規定）

第９条 条例第１６条第１項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わ

せる場合において、第２条第３項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

「前２項」とあるのは「前項」と読み替える。

２ 指定管理者による管理の場合における様式第４、様式第５及び様式第６中

「長久手市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

（利用料金の還付）

第１０条 条例第１７条第５項ただし書の規定により利用料金の全部又は一部

を還付する場合は次のとおりとする。

(1) 許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、行為又は

使用することができなくなった場合

(2) 許可を受けた者が、指定管理者の承認を受けて許可に係る行為を中止

又は取りやめる場合。ただし、前号の場合を除き、許可を受けた者は、許

可に係る使用又は行為を開始する日の１０日前までに許可の取消しを申し

出て承認を受けるものとする。
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（雑則）

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和５４年４月１日から適用する。

付 則（平成１７年規則第１号）

この規則は、公布の日から施行する。

付 則（平成１８年規則第７号）

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（令和４年規則第１６号）

（施行期日）

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残

存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則

（施行期日）

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第１（その１）（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第１（その２）（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第１（その３）（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第２（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第３（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第４（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第５（第２条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第６（第２条関係）

様式第７（第４条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第８（第４条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第９（第４条関係）

（令４規則１６・全改）

様式第１０（第８条関係）

（令４規則１６・全改）


